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項目名 CGコード 対応CGポリシー 
第1章 株主の権利・平等性の確保 
株主の権利の確保 原則1-1 1章1(1), 
反対票分析 補充1-1① 1章1(4), 
総会決議事項の一部の取締役会への委任 補充1-1② 4章2(2), 4章4 
少数株主権への配慮 補充1-1③ 1章1(2), 
株主総会における権利行使 原則1-2 1章1(1), (3), 
株主総会情報提供 補充1-2① 1章1(3), 
招集通知早期発送等 補充1-2② 1章1(3), 
株主総会開催日 補充1-2③ 1章1(3), 
電子行使等の採用、議決権行使プラットフォーム利用 補充1-2④ 1章1(3), 
信託銀行等との協議 補充1-2⑤ 1章1(2), 
資本政策 原則1-3 1章2, 
政策保有株式 原則1-4 1章3, 
政策保有株主の政策保有株式売却による取引の縮減 補充1-4① 1章3, 
政策保有株主との取引 補充1-4② 1章3, 
買収防衛策 原則1-5 1章4, 
公開買付 補充1-5① 1章4, 
資本政策の検討説明 原則1-6 1章2, 
関連当事者取引 原則1-7 1章5, 
第2章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 
中⾧期的な企業価値向上の基礎となる経理念の策定 原則2-1 総則1, 
会社の行動準則の策定・実践 原則2-2 2章2 
行動準則レビュー 補充2-2① 2章2 
サステナビリティーへの対応 原則2-3 2章3(1) 
サステナビリティーへの対応、地球環境問題配慮、人権尊重、健康、危機管理 補充2-3① 2章3(2), (3), 
ダイバーシティ 原則2-4 2章4 
女性の活躍促進等 補充2-4① 2章4 
内部通報 原則2-5 2章5 
対応窓口 補充2-5① 2章5 
アセットオーナー 原則2-6 2章6 
第3章 適切な情報開示と透明性の確保 

 

情報開示の充実 

原則3-1柱書  

原則3-1(ⅰ) 総則1, 
（ⅱ） 総則1, 
（ⅲ） 4章2(5) 
（ⅳ） 4章1(7), 4章6(2) 
（ⅴ） 4章6(3) 

付加価値の高い開示 補充3-1① 3章1, 4章6(3) 
英語での情報開示、プライム市場上場会社の英語開示 補充3-1② 3章1, 4章6(3) 
TCFD同等の枠組みに沿ったサステナビリティー開示 補充3-1③ 2章3, 3章1 

 

 

外部会計監査人 

原則3-2 3章2(1) 
補充3-2①（ⅰ） 3章1(2), (4) 
（ⅱ） 3章1(2), (4) 
補充3-2②（ⅰ） 3章1(3) 
（ⅱ） 3章1(3) 
（ⅲ） 3章1(3) 
（ⅳ） 3章1(3) 

第4章 取締役会の責務 
取締役会の役割・責務(1) 原則4-1 4章2(1), 
委任の範囲 補充4-1① 4章2(2) 
中期経営計画 補充4-1② 4章2(3) 
後継者計画 補充4-1③ 4章2(4) 
取締役会の役割・責務(2) 原則4-2 4章2(5), 10 
報酬 補充4-2① 4章2(5) 
サステナビリティへ方針の策定、事業ポートフォリオの監督責任 補充4-2② 4章2(6) 
取締役会の役割・責務(3) 原則4-3 4章2(8) 
経営陣の選解任 補充4-3① 4章2(7) 
CEOの選任 補充4-3② 4章2(7) 
CEOの解任 補充4-3③ 4章2(7) 
コンプライアンスの監督、内部監査を活用したグループコンプライアンス 補充4-3④ 4章2(8) 
監査役及び監査役会の役割・責務 原則4-4 4章3 
監査役会の実効性 補充4-4① 4章3 
取締役・監査役等の受託者責任 原則4-5 4章4 
経営の監督と執行 原則4-6 4章5 

独立社外取締役の役割・責務 

原則4-7（ⅰ） 4章5 
（ⅱ） 4章5 
（ⅲ） 4章5 
（ⅳ） 4章5 

独立社外取締役の有効な活用、プライム市場は3分の１から過半数の社外 原則4-8 4章6(1) 
独立社外取締役の会合 補充4-8① 4章5 
筆頭独立社外取締役 補充4-8② 4章5 
支配株主からの独立性を有する独立社外取締役 補充4-8③ 4章6(1) 
独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 原則4-9 4章5(2) 
任意の仕組みの活用 原則4-10 4章7 
諮問委員会、プライム市場は構成の過半数を社外 補充4-10① 4章7 
取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 原則4-11 2章4, 4章9, 4章6(2) 
取締役のバランス,スキルマトリックス 補充4-11① 4章6(1), (2) 
兼任状況 補充4-11② 4章8 
実効性評価 補充4-11③ 4章9 
取締役会における審議の活性化 原則4-12 4章10 

 

審議活性化のための施策 

補充4-12①（ⅰ） 4章10 
（ⅱ） 4章10 
（ⅲ） 4章10 
（ⅳ） 4章10 
（ⅴ） 4章10 

情報入手と支援体制 原則4-13 4章10 
情報提供請求 補充4-13① 4章10 
専門家助言 補充4-13② 4章10 
内部監査部門との連携、取締役会・監査役の機能発揮 補充4-13③ 4章10 
取締役・監査役のトレーニング 原則4-14 4章11 
継続的なトレーニング 補充4-14① 4章11 
トレーニング方針の開示 補充4-14② 4章11 
第5章 株主との対話 
株主との建設的な対話に関する方針 原則5-1 5章1 
対話の対応者（社外取締役を含む取締役） 補充5-1① 5章1 

 

対話の方策 

補充5-1②（ⅰ） 5章1 
（ⅱ） 5章1 
（ⅲ） 5章1 
（ⅳ） 5章1 
（ⅴ） 5章1 

株主構造の把握 補充5-1③ 5章1 
経営戦略や経営計画の策定・公表 原則5-2 4章2(3) 
事業ポートフォリオ 補充5-2① 4章2(3) 


